
 

市立幼稚園の休園・統廃合基準（案）のうち、基準３の変更案について 

＜現在提案しているもの＞ 

基準 内  容 例示（解説） 

基
準
１

（原
則
） 

学級編制基準日（入園式の日）の入園児数が、３年連続１４

人以下となる場合（２年制の場合は、４歳児の入園児数が１４

人以下となる場合）は、翌年４月から統廃合とする。 

 

（２年制の場合は、翌年４月に４歳児学級を休園とする。ま

た、統廃合を決定した後の園児募集は行わない） 

【平成３０、３１、３２年度の学級編制

基準日（入園式の日）の入園児数

が、いずれも１４人以下の場合】 

３３年４月に統廃合とする。 

基
準
２ 

基準１にかかわらず、学級編制基準日（入園式の日）の入

園児数が、２年連続９人以下となる場合（２年制の場合は、４歳

児の入園児数が９人以下となる場合）は、翌年４月から統廃合

とする。 

 

（２年制の場合は、翌年４月に４歳児学級を休園とする。ま

た、統廃合を決定した後の園児募集は行わない） 

【平成３０、３１年度の学級編制基準

日（入園式の日）の入園児数が、い

ずれも９人以下の場合】 

３２年４月に統廃合とする。 

基
準
３ 

基準１及び２にかかわらず、新年度の園児募集終了時点 

（１１月中旬）において、４人以下の出願者数となる場合（２

年制の場合は、４歳児の出願者数が４人以下となる場合）は、

翌年４月より休園とし（２年制の場合は、４歳児学級を休園す

る。）、当該年度末をもって統廃合とする。（休園後の募集は行

わない） 

 

例
外 

基準１、２及び３により、同一地区公民館区域において、同

時期に複数の市立幼稚園が統廃合の対象となる場合や、市

立の認定こども園が設置されるまでの間に市立幼稚園がすべ

て統廃合となる場合には、地域の実情を勘案して総合的に判

断する。 

佐賀関幼稚園、野津原幼稚園等地

区公民館区域に市立幼稚園が１園

の場合、園児数に関わらず、地域の

実情を勘案して総合的に判断する。 

各地区公民館区域に、市立の認定こども園を設置する際

は、当該基準に関わらず、別途、同地区内の他の市立幼稚園

の統廃合を検討する。 

 

 

※当該統廃合基準は、平成３０年度の学級編制基準日（入園式の日）から適用する。 

※この基準の適用に当たり、平成２９年度の暫定的な措置により平成３０年度を休園した園については、 

基準３にかかわらず、平成３１年度の園児募集を行うものとする。 

 

＜変更案＞ 

 

 

 

 

 

 

 

基準 内  容 

基
準
３

（変
更
案
） 

基準１及び２にかかわらず、新年度の園児募集終了時点（１１月中旬）におい

て、４人以下の出願者数となる場合（２年制の場合は、４歳児の出願者数が４人

以下となる場合）は、翌年４月より休園とし（２年制の場合は、４歳児学級を休園

する。）、当該年度末をもって統廃合とする。（休園後の募集は行わない） 

ただし、園児を募集した年度の学級編制基準日（入園式の日）の園児数が１５

人以上（２年制の場合は、４歳児の園児数が１５人以上）である場合は、休園し

た年度に翌年度の園児募集を行うこととする。 

その出願者数が５人以上の場合は、休園した年度から起算して、基準１又は

基準２を適用し、出願者数が４人以下の場合は、当該年度末をもって統廃合と

する。 

 

 

資料３ 
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今後の市立幼稚園の休園・統廃合イメージ図（案） 

 

 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 

 (29.11) 30.4 月      (30.11) 31.4 月        (31.11) 32.4 月       (32.11) 33.4 月   (33.11) 

 

 

 

 

 

・(４人以下) 

 

 

 

 

 

 

 

        ・(4 人以下) 

 

 

暫定措置  ・(5 人以上) 

による休園 

 

 

 

 

 

 休園 

 

・５～９人 

         ・(4 人以下) 

・10～14 人    ・(5 人以上) 

 

 

・15 人以上（※）    

 

 

 

 

H32 年 4 月統廃合 

休園 

・5～9 人 

・10～14 人 

・15 人以上（※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H33 年 4 月統廃合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・(4 人以下) 

・５～９人 

（基準２） ・(5 人以上) 

 

 

 

 

休園 

 

・５～９人 

          ・(4 人以下) 

・10～14 人    ・(5 人以上) 

 

 

・15 人以上（※） 

 

 

 

 

 

H32 年 4 月統廃合 

休園 

・５～９人 

・10～14 人 

・15 人以上（※） 

 

 

 

 

 

 

 

H33 年 4 月統廃合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・(4 人以下) 

 

・10～14 人 

（基準 1） 

・(5 人以上) 

 

 

 

休園 

・(4 人以下) 

・５～９人      ・(5 人以上) 

 

 

・(4 人以下) 

・10～14 人    ・(5 人以上) 

 

 

・15 人以上（※） 

 

 

 

H32 年 4 月統廃合 

休園 

・５～９人 

・10～14 人 

・15 人以上（※） 

休園 

・５～９人 

・10～14 人 

・15 人以上（※） 

 

 

 

 

 

 

H33 年 4 月統廃合 

 

 

 

H33 年 4 月統廃合 

 

 

 

 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

(29.11) 30.4 月     (30.11) 31.4月         (31.11) 32.4 月       (32.11) 33.4月    (33.11) 34.4 月   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・(4 人以下) 

 

 

 

（※） 

・15 人 

以上 

 

 

 

       

 

・(5 人以上) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 休園    ・(4 人以下) 

 

        ・(5 人以上) 

 

         

 

 

 

 

 

・(4 人以下) 

            

・５～９人    ・(5人以上) 

 

 

 

 

 

 

・(4 人以下) 

・10～14 人 

           ・(5 人以上) 

 

 

 

 

・15 人以上（※） 

 

 

 

H32 年 4 月統廃合 

 

・5～9 人 

・(4人以下) 

・10～14 人  

        ・(5 人以上) 

 

 

・15 人以上（※） 

 

  休園 

          

・5～9 人 

・(4 人以下) 

・10～14 人 ・(5 人以上) 

 

 

・15 人以上（※） 

 

  休園 

・(4人以下) 

・５～９人   ・(5 人以上) 

 

 

 

・(4 人以下) 

・10～14 人 ・(5 人以上) 

 

 

・15 人以上（※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

H33 年 4 月統廃合 

 

・5～9 人 

・10～14 人 

・15 人以上（※） 

 

 

 

 

H33 年 4 月統廃合 

休園 

・５～９人 

・10～14 人 

・15 人以上（※） 

 

 

H33 年 4 月統廃合 

休園 

・５～９人 

・10～14 人 

・15 人以上（※） 

 

休園 

・５～９人 

・10～14 人 

・15 人以上（※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

H34 年 4 月 

統廃合 

 

 

 

 

 

 

 

H34 年 4 月 

統廃合 

 

 

 

 

 

H34 年 4 月 

統廃合 

 

 

 

H34 年 4 月 

統廃合 

 

 


